
大和市告示第６７号 

 大和市民農園事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

  平成２５年３月２９日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市民農園事業実施要綱の一部を改正する要綱 

 大和市民農園事業実施要綱（平成２２年大和市告示第５０号）の一部を次のように改正する。 

第２条（見出しを含む。）中「、所在地等」を「及び所在地」に改める。 

別表第１泉の森の項を削り、同表所在地の欄を次のように改め、同表面積（㎡）の欄を削る。 

所在地 

大和市下鶴間１５２３番１ほか 

大和市つきみ野三丁目２番２ 

大和市中央林間西一丁目４２５４番１５ 

大和市中央林間西一丁目４２６８番１ほか 

大和市下鶴間１７８６番１５ 

大和市下鶴間２９８３番１ 

大和市深見西八丁目５７３番４ほか 

大和市桜森二丁目１４３番１８ 

大和市桜森一丁目１１４番１ 

大和市中央一丁目４９７番３ 

大和市中央七丁目３１９番３９ほか 

大和市深見３５６４番１ほか 

大和市上和田１０１１番１ 

大和市代官一丁目１４番１５ 

大和市上和田２７３１番１ほか 

大和市福田四丁目７番４ほか 

大和市福田四丁目７番５ 

大和市福田５１番２ほか 

大和市福田９７１番１ 

附 則 

この要綱は、公表の日から施行する。 


